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平成３０年度八王子市農業委員会第６回総会会議録  

 

１  開催年月日  平成３０年１０月３日  水曜日  

  ２  開催場所   八王子市役所  議会棟  全員協議会室  

  ３  開催時間   午後２時００分  から  午後２時３０分  まで   

  ４  出席委員  （２０名）  

農業委員会委員  

１番  石  川   研  

 

２番  原  島  元  義  

３番  荻  田  米  蔵  ４番  鈴  木  勝  久  

５番  久  保  良  政  ６番  栗  原   才  

７番  米  津  元  一  ８番  峯  尾  三  千  年  

９番  鈴  木  勇  次  １０番  有  竹  満  次  

１１番  菱  山  史  郎  １２番  中  西  伸  夫  

１３番  鳴  海  有  理  １４番  熊  澤  治  彦  

農地利用最適化推進委員  

１５番  内  藤  廣  行   

 

１６番  三  上  正  治  

１８番  金  子  文  利  １９番  町  田  裕  通  

２０番  井  上  正  芳  ２２番  門  倉   豊  

  

  

５  欠席委員  （２名）  

１７番  内  田   茂        ２１番  福  田  一  訓  

６  事務局職員出席者  

                 

 

 

 

 

事務局長   廣  瀬   勉  課  長    音  村  昭  人  

主  査    上  原  裕  之  主  査    黒  田  康  雄  

主  任    上  村   剛  主  事    嶋  崎  菜  緒  
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平成３０年度 

八王子市農業委員会  第６回総会  議題  

（平成３０年１０月３日）     

 

【専決処分案件】  

第１  市街化区域内農地の「権利の移動を伴わない転用」の届出について  

第２  市街化区域内農地の「権利の移動を伴う転用」の届出について  

第３  地目変更登記に係る照会に対する調査結果について  

第４  相続税の納税猶予に係る適格者としての３年ごとの証明について  

 

【審議案件】  

第５  調整区域内農地の「権利の移動を伴う転用」の許可について  

第６  相続税の納税猶予に関する適格者の証明について  

第７  生産緑地に係る「農業の主たる従事者」の証明について  

第８  「東京都指導農業士」の推薦について  

 

【報告案件】  

第９  農地の権利取得の届出について  

第 10 相続税の納税猶予の対象者等に関する通知について  
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≪午後２時００分開会≫  

議  長    ただいまから、平成 30 年度八王子市農業委員会第６回総会を開会し

ます。欠席通告のありました委員を報告します。第 17 番内田茂委員、

第 21 番福田一訓委員です。農業委員定数 14 名のうち、半数以上が出

席されておりますので、農業委員会等に関する法律第 27 条第３項の

規定により、本総会は有効に成立しております。また、農業委員会等

に関する法律第 30 条第１項の規定により、出席した農業委員の過半

数で決することになりますが、推進委員の皆様にもぜひ積極的なご意

見をいただきたいと思います。  

第１及び第２については、「市街化区域内農地の転用の届出について」

でありますので、一括報告とします。事務局より報告願います。  

事務局    第１「市街化区域内農地の権利の移動を伴わない転用の届出について」  

８月１日から８月 31 日までの届出分（７件）  

第２「市街化区域内農地の権利の移動を伴う転用の届出について」  

８月１日から８月 31 日までの届出分（ 22 件）を報告。  

議  長    報告は終わりました。第１・第２についてご質問はありませんか。質

問なしと認め、進行します。  

第３「地目変更登記に係る照会に対する調査結果について」を報告し

ます。事務局より報告願います。  

事務局    第３「地目変更登記に係る照会に対する調査結果について」を報告。  

    （１件）  

議  長    報告は終わりました。第３についてご質問はありませんか。質問なし

と認め、進行します。  

第４「相続税の納税猶予に係る適格者としての３年ごとの証明につい

て」を報告します。事務局より報告願います。  

事務局    第４「相続税の納税猶予に係る適格者としての３年ごとの証明について」

を報告。（ 11 件）  
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議  長    報告は終わりました。第４についてご質問はありませんか。質問なし

と認め、進行します。  

第５「調整区域内農地の「権利の移動を伴う転用」の許可」について

ですが、当初の見込みに反し、転用行為者と開発関係所管の協議が長

引いているため、本日の総会までに審議資料が整いませんでした。こ

のため、審議は継続とし、次回の第７回総会において具体的な審議を

行うこととします。  

第６「相続税の納税猶予に関する適格者の証明について」と第７「生

産緑地に係る『農業の主たる従事者』の証明について」は関連する議

題ですので、一括で審議します。事務局より説明願います。  

事務局    第６「相続税の納税猶予に関する適格者の証明について」  

被相続人について、住所は川口町、耕作面積は 7,623.72 ㎡。相続開始年

月日は平成 30 年２月６日。  

相続人について、住所は川口町、年齢 54 歳、被相続人との続柄は「長男」。

適用を受けようとする農地は川口町にある７筆、合計 2,641 ㎡。生産緑

地。  

相続開始前の農耕従事実績有り、農業経営の開始年月日は平成元年２月

７日。  

第７「生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明について」  

買取申出生産緑地は川口町の土地３筆、計 332 ㎡。  

買取申出事由の生じた者について、住所は川口町、申出者との続柄は

「父」、申出事由は「死亡」、申出事由の生じた日は平成 30 年２月６日。

年齢は 85 歳、年間従事日数は 300 日。  

議  長    説明は終わりました。続きまして、担当委員から調査報告をお願いし

たいと思います。  

推進委員   それではご報告いたします。９月 13 日、事務局と農地を確認すると

ともに、願出者からお話を伺いました。審議案件６の特例の適用を受
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けようとする農地は、全て生産緑地の指定で、自宅東側の３筆では、

一面で米が作付けされ、自宅北東側の１筆では、ミニトマトが作付け

されているほか、キュウリ、ナス、カボチャの苗床として利用されて

いました。自宅から離れた３筆は、カボチャとキクイモが作付けされ

ていました。キクイモ、カボチャ、ミニトマトと育てた苗は出荷して

いるとのことです。今後も今までの経験を活かし、母と妻と三人で協

力しながら農業経営を続けていくとのことですので、納税猶予を受け

る適格者として問題ないかと思います。  

引き続き、審議案件７の主たる従事者の証明願について報告いたしま

す。願出者の父は妻、長男とともに長年専業で農業を営んできました。

かつて田んぼでしたが、隣接農地が宅地に転用されたことを機に土を

入れ、その後はジャガイモやサツマイモなどを中心に栽培し、給食用

として小学校へ出荷してきました。約１年前に腰痛がひどくなり、要

介護認定（要介護４）を受け、その後も杖をつきながら、可能な限り

草刈りなどの農作業を行ってきましたが、体力の低下が著しく、自立

した歩行が困難となり、入院後、85 歳で亡くなりました。今回の調査

により、元気だったころは、この生産緑地の中心的な農業従事者であ

ったことを確認しました。報告は以上です。  

議  長    質問・意見はありませんか。ございませんので、進行します。お諮り

します。第６、第７については、これを証明することにご異議ござい

ませんか。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって、証明することに決定しました。  

なお、この案件のように生産緑地の主たる従事者証明が出されたのち、

買い取りの申出をされた土地は、農業者が優先して取得できます。ほ

しいという方がいらっしゃいましたら、委員の皆さんあっ旋して下さ

い。事務局で対応いたします。  
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第８「『東京都指導農業士』の推薦について」を議題にします。  

なお、本件については、農業委員の案件です。農業委員会等に関する

法律第 31 条の規定では、「自己又は同居の親族もしくはその配偶者

に関する事項については、その議事に参与することができない」とさ

れています。農業委員は議事に参与することができませんので、委員

の一時退席をお願いいたします。事務局より説明願います。  

事務局    第８「東京都指導農業士の推薦について」  

      候補者について、住所は高月町、稲作及び花き。  

減農薬栽培による高品質で安心・安全な「高月清流米」や自身が代表を

務める農園で色鮮やかなシクラメンを生産。また近年力を注ぐパッショ

ンフルーツについては、東京都から「地域産業資源」の指定を受けてい

る。これらの精力的な農業経営は、東京都農業会議による後継者顕彰事

業で「東京都知事賞」を受賞するなど、その経営能力は高く評価されて

いる。このほか、生活困窮者を受け入れ農作業体験させるなど農福連携

にも積極的に取り組んでいる。  

議  長    説明は終わりました。質問・意見はありませんか。  

ございませんので、進行します。お諮りします。第８については、こ

の内容で推薦することにご異議ございませんか。  

〖「異議なし」と呼ぶ者あり〗  

異議なしと認めます。したがって推薦することに決定しました。  

第９「農地の権利取得の届出について」を報告します。事務局より報

告願います。  

事務局    第９「農地の権利取得の届出について」を報告。（３件）  

議  長    報告は終わりました。ご質問はありませんか。質問なしと認めます。 

第 10「相続税の納税猶予の対象者等に関する通知について」を報告し

ます。事務局より報告願います。  
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事務局    第 10「相続税の納税猶予の対象者等に関する通知について」を報告。（ 28

件）  

議  長    報告は終わりました。ご質問はありませんか。質問なしと認めます。 

以上で、本総会議題の全日程は終了しました。  

ここで、本日の議事録の署名をしていただく農業委員を指名いたしま

す。  

八王子市農業委員会会議規則第 11 条の規定により、  

第２番  原島  元義  委員 

第３番  荻田  米蔵  委員 

を指名します。よろしくお願いします。  

以上をもちまして、平成 30 年度八王子市農業委員会第６回総会を閉

会します。  

≪午後２時３０分閉会≫  


